
 地域医療介護総合確保基金の活用について 

 

地域医療介護総合確保基金を活用した次の事業については、医療機関から申請があった

場合、地域医療構想の実現を目的としたものであるか、当該構想区域における地域医療構想

調整会議において協議を行い、その結果を踏まえ補助金の交付を行うこととしている。 

 

【補助金の概要】 

１ 長崎県病床機能分化・連携推進事業  

地域医療構想の実現に向けて、不足する医療機能への転換等、病床機能の分化・連携を推

進するための施設及び設備の整備を行う病院、診療所に対し、必要な経費の一部を支援する。 

〇補助の対象となる経費 

（１）不足する病床への転換に要する経費 

（２）過剰な病床を削減し、他用途へ変更するために要する経費  

（３）再編統合等の計画策定にあたって必要となる経費 

（４）病床削減に伴い不要となる建物や医療機器の処分に係る損失 

（５）早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額 

 

２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業（病床機能再

編支援事業） 

地域医療構想の実現に向けた病床の機能や病床数の変更を行う医療機関に対し、給付金

の支給を行う。 

〇補助の対象となる経費 

（１）単独支援給付金支援事業 

（２）統合支援給付金支給事業 

（３）債務整理支援給付金支給事業 

 

  

資料３ 



補助対象 対象となる経費 補助率

(1)不足する病床への転
換に要する経費

①施設整備費整備する回復期病床１床あたり（30床上限）
新築・増築 9,000千円（360千円×25㎡）
改築・改修 5,761千円（3,841千円×1.5）

②設備整備費 医療機関あたり 10,800千円
１/２

(2)過剰な病床を削減し、
他用途へ変更するために
要する経費

①施設整備費削減する急性期・慢性期病床１床あたり（30床上限）
増築 9,000千円（360千円×25㎡）
改築・改修 5,761千円（3,841千円×1.5）

②設備整備費 医療機関あたり 10,800千円
１/２

(3)再編統合等の計画策
定にあたって必要となる
経費

再編統合等にかかるコンサルタント業務委託費、病院間協議にかかる費用等
医療機関あたり 2,000千円上限 定額

(4)病床削減に伴い不要
となる建物や医療機器の
処分に係る損失

自主的なダウンサイジングに伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療機器の
処分（廃棄、解体又は売却）に係る損失（財務諸表上の特別損失に計上される金額に限る）
〇対象となる建物及び医療機器：平成28年11月11日（本県の地域医療構想策定日）までに取得
（契約）したもの
○対象となる勘定科目
・固定資産除却損:固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用
・固定資産廃棄損:固定資産を廃棄した場合の撤去費用
・固定資産売却損:固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

定額

(5)早期退職制度の活用
により上積みされた退職
金の割増相当額

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上積みされた退職金の
割増相当額
○対象となる職員：地域医療構想の達成に向けた機能転換やダウンサイジングに伴い退職する
職員
○上限額 6,000千円／人

定額

【令和５年度募集】病床機能分化・連携推進事業
地域医療構想調整会議における合意に沿った取組を着実に推進するため、事業対象の追加及び補助額の見直しを行う
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